
提

出

者

川

内

博

史

平
成
十
七
年
二
月
九
日
提
出

質

問

第

一

七

号

文
化
審
議
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書

17



文
化
審
議
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
般
に
、
政
府
が
設
置
す
る
審
議
会
に
お
い
て
学
識
経
験
者
及
び
弁
護
士
等
よ
り
選
出
さ
れ
る
委
員
は
「
諸
課
題
を
専
門
的

か
つ
中
立
的
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
実
際
に
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の

委
員
に
は
特
定
業
界
団
体
の
理
事
も
し
く
は
顧
問
等
に
就
任
す
る
な
ど
特
定
業
界
と
の
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
も
存
在
し
、

こ
う
し
た
委
員
が
審
議
会
の
場
に
お
い
て
特
定
業
界
の
意
見
を
代
弁
す
る
役
回
り
に
終
始
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
文
化
庁
長
官
の
諮
問
機
関
で
あ
る
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
に
お
け
る
議
論
の
公
平
性
の

担
保
と
言
う
観
点
よ
り
疑
義
を
生
じ
る
点
を
中
心
に
、
以
下
質
問
す
る
。

な
お
、
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

本
年
二
月
五
日
付
で
文
部
科
学
大
臣
よ
り
任
命
さ
れ
た
文
化
審
議
会
委
員
の
内
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
学
識
経
験
者
一
名

（
以
下
「
当
該
委
員
」
と
い
う
。
）
は
著
作
権
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
配
属
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
当
該
委
員
は
文
部
科
学
省
所
管
の
社
団
法
人
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
著
作
権
協
会
を
始
め
と
す
る
複

数
の
事
業
者
団
体
に
お
い
て
理
事
等
の
役
職
に
就
任
し
て
い
る
事
実
が
こ
れ
ら
の
団
体
の
役
員
名
簿
等
に
よ
り
確
認
さ
れ

る
。

一



当
該
委
員
の
分
科
会
長
も
し
く
は
分
科
会
に
設
置
さ
れ
る
い
ず
れ
か
の
小
委
員
会
主
査
へ
の
就
任
は
、
現
時
点
で
既
に
内

定
し
て
い
る
の
か
。
内
定
し
て
い
る
場
合
、
係
る
「
特
定
業
界
の
利
益
代
表
」
と
言
う
側
面
を
併
せ
持
つ
者
を
こ
れ
ら
の
責

任
在
る
役
職
に
就
任
さ
せ
る
の
は
、
客
観
的
に
見
て
一
般
国
民
が
学
識
経
験
者
選
出
委
員
に
対
し
諸
課
題
を
専
門
的
か
つ
中

立
的
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
こ
と
を
求
め
る
要
望
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
撤
回
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

二

第
一
六
一
国
会
質
問
第
三
九
号
「
文
化
庁
著
作
権
課
が
最
近
一
年
間
に
実
施
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
及
び
意
見
募
集

等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
四
の
二

�
）
に
お
い
て
も
既
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
昨
年
十
一
月
二
日
の
平
成
十
六
年
度

第
五
回
法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
い
て
各
委
員
も
し
く
は
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
よ
り
提
出
さ
れ
た
意

見
の
中
に
は
「
要
望
に
対
し
て
専
門
的
な
立
場
か
ら
必
要
性
・
重
要
性
を
評
価
す
る
」
と
い
う
小
委
員
会
の
目
的
を
逸
脱

し
、
委
員
等
個
人
の
要
望
又
は
委
員
等
が
特
定
業
界
の
要
望
を
代
弁
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
た
が
、
文
化

審
議
会
は
委
員
等
個
人
な
い
し
委
員
等
が
代
弁
す
る
特
定
業
界
の
要
望
を
実
現
す
る
場
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
今
後
、
学

識
経
験
者
及
び
弁
護
士
等
を
委
員
等
に
任
命
す
る
際
は
「
諸
課
題
を
専
門
的
か
つ
中
立
的
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
」
観
点
を

重
視
し
、
特
定
業
界
の
利
益
を
代
表
す
る
団
体
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
か
否
か
の
状
況
も
選
考
基
準
に
加
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二



三

一
に
お
い
て
指
摘
し
た
委
員
に
代
表
さ
れ
る
学
識
経
験
者
及
び
弁
護
士
等
の
「
諸
課
題
を
専
門
的
か
つ
中
立
的
な
立
場
か

ら
評
価
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
委
員
が
特
定
業
界
の
利
益
を
代
表
す
る
団
体
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
状
況
は

審
議
会
及
び
分
科
会
委
員
名
簿
（
以
下
「
委
員
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
見
て
も
そ
の
全
容
が
把
握
し
難
く
な
っ
て
い
る
が
、

学
識
経
験
者
及
び
弁
護
士
等
よ
り
選
出
さ
れ
る
委
員
が
特
定
業
界
の
利
益
を
代
表
す
る
団
体
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
場

合
又
は
過
去
に
就
任
し
て
い
た
事
実
が
存
在
す
る
場
合
は
委
員
名
簿
に
そ
の
旨
を
記
載
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

第
一
六
一
国
会
質
問
第
三
〇
号
「
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
の
委
員
構
成
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
二
に
お
い
て
指
摘

し
た
分
科
会
委
員
は
中
央
経
済
社
発
行
「
月
刊
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
」
二
〇
〇
四
年
六
月
号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
当
該

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
収
録
時
に
国
会
審
議
中
で
あ
っ
た
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
一
五
九
国
会
内
閣
提
出
第
九

一
号
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
く
ま
で
も
営
利
目
的
に
貸
与
す
る
と
言
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
権
利
行
使
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
貸
し
借
り
は
除
外

さ
れ
て
然
る
べ
き
で
す
。
法
律
の
条
文
で
は
、
私
的
な
レ
ン
タ
ル
も
禁
止
さ
れ
ま
す
が
、
権
利
者
は
そ
こ
ま
で
行
使
し
ま
せ

ん
。
」
「
貸
与
権
が
認
め
ら
れ
る
と
、
著
作
者
は
図
書
館
に
対
し
て
も
、
貸
与
に
対
す
る
報
酬
を
主
張
で
き
ま
す
。
」

以
下
、
前
記
の
発
言
を
踏
ま
え
て
質
問
す
る
。

三



�
）

本
年
一
月
一
日
施
行
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
六
月
九
日
法
律
第
九
二
号
。
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
著
作
権
者
の
専
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
権
利
は
「
公
衆
」
へ
の
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与

に
関
す
る
権
利
で
あ
り
、
当
該
分
科
会
委
員
の
述
べ
る
「
個
人
的
な
貸
し
借
り
」
は
「
公
衆
」
へ
の
貸
与
に
該
当
せ

ず
、
委
員
の
述
べ
る
「
法
律
の
条
文
」
上
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

�
）

当
該
分
科
会
委
員
が
改
正
法
に
よ
り
「
図
書
館
に
対
し
て
も
、
貸
与
に
対
す
る
報
酬
を
主
張
」
出
来
る
と
す
る
現
行

法
上
の
根
拠
は
何
か
。
当
該
委
員
が
述
べ
る
「
図
書
館
」
が
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
三
十
日
法
律
第
百
十
八

号
）
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
利
用
者
か
ら
入
館
料
そ
の
他
の
対
価
を
徴
収
し
て
い
る
私
立
図
書
館
を
指
す
と
解
釈
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
要
件
を
満
た
す
公
立
図
書
館
が
本
項
の
「
図
書
館
」
に
含
ま
れ

な
い
こ
と
は
図
書
館
法
第
十
七
条
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
入
館
料
そ
の
他
の
対
価
を
徴
収
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い

る
点
と
併
せ
て
明
白
で
あ
り
、
当
該
分
科
会
委
員
の
法
解
釈
は
実
際
の
立
法
趣
旨
と
著
し
く
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

�
）

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
分
科
会
委
員
が
自
ら
関
係
業
界
を
代
表
し
て
法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
い
て
要
望
し
、
国
会

へ
提
出
さ
れ
た
法
案
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
解
釈
を
市
販
さ
れ
て
い
る
雑
誌
に
お
い
て
表
明
す
る
行
為
は
一
般

四



的
に
問
題
が
有
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
第
一
六
一
国
会
質
問
第
三
〇
号
に
対
す
る
答

弁
書
「
二
の
�
）
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
お
尋
ね
の
委
員
は
（
中
略
）
、
著
作
権
法
及
び
そ
の
実
務
に
精
通
し
て
い

る
者
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
答
弁
は
明
白
な
失
当
で
は
な
い
の
か
。

五

本
年
一
月
二
十
四
日
の
第
十
四
回
著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
「
著
作
権
法
に
関
す
る
今
後
の
検
討
課
題
」
の

「
�．

デ
ジ
タ
ル
対
応
」
に
お
い
て
は
法
制
問
題
小
委
員
会
の
下
に
ワ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ー
ム
（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
」
と
い
う
。
）

を
設
置
し
、
Ｗ
Ｔ
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
京
都
地
方
裁

判
所
に
お
い
て
係
争
中
で
あ
る
平
成
十
六
年
（
わ
）
第
七
二
六
号
著
作
権
法
違
反
幇
助
事
件
の
よ
う
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発

の
技
能
を
有
す
る
者
が
そ
の
開
発
行
為
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
、
技
術
者
間
に
お
い
て
摘
発
を
恐
れ
る
余
り
新
規
の

技
術
開
発
が
萎
縮
す
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
等
の
諸
状
況
を
踏
ま
え
、
産
業
と
し
て
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
界
の
権
利
者

を
代
表
す
る
者
と
は
別
に
「
技
術
革
新
」
と
言
う
観
点
か
ら
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
の
技
能
を
有

す
る
者
の
代
表
者
を
当
該
Ｗ
Ｔ
に
参
加
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

五


